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本論文は、戦後日本の社会福祉教育において、ソーシャル・アクションがどのように取り上げられ、教育されてきた

かについて検証した上で、社会福祉教育が抱える課題とソーシャル・アクションの方向性について検討することを目

的としている。 

ソーシャル・アクションは戦後、アメリカより日本に紹介され、ソーシャルワークの「六分法」の 1つとして位置づ

けられると同時に、「組織的活動」を示す用語として使用されてきた。しかし日本では、社会福祉従事者よりも市民

が中心となったソーシャル・アクションが主として行われた。社会福祉従事者がソーシャル・アクションに関与しな

い理由として、これまでの先行研究では、社会福祉従事者の社会的地位の低さや労働条件の問題が挙げられてきた。 

その後、わが国では 1987年に「社会福祉士」という専門職資格が作られ、ソーシャルワーカーは社会福祉専門職と

して位置づけられた。これに伴い、社会福祉従事者の待遇も一定の改善が見られるようなった。ただし、1988年に出

された社会福祉教育のカリキュラムに関する厚生省通知においては、ソーシャルワークの「六分法」からソーシャ

ル・アクションが除外された。その影響もあったためか、社会福祉士資格制度が設けられて以降、社会福祉従事者が

関与したソーシャル・アクションの取り組みは資格化以前と比較して広がったとは言い難い。つまり、社会福祉教育

の場面でソーシャル・アクションが取り上げられなくなり、ソーシャル・アクションについて学ばなかった人が社会

福祉の仕事に就くことで、その取り組みも低調となっていると考えられる。よって今日、社会福祉従事者によるソー

シャル・アクションが低調である理由として、労働条件の問題だけでなく、社会福祉従事者が就職する以前からの意

識形成にかかわってくる「社会福祉教育」の内容について分析する必要があると考えた。 

以上のような問題意識をもとに、本論文では社会福祉政策の動き、ソーシャル・アクションの取り組み（実際の活

動）、ソーシャル・アクションの研究などを踏まえながら、社会福祉教育におけるソーシャル・アクションの位置づ

けに焦点を当てた研究を行った。その研究手法については、「戦後から今日まで」の「三社大」（現在の日本社会事業

大学、日本福祉大学、大阪府立大学）のシラバスについて、（1）それぞれの時代・大学における社会福祉教育の特

徴、（2）シラバスにおけるソーシャル・アクションの記述、の分析を行った（ただし、大阪府立大学についてはシラ

バスが現存する 1981年度以降の分析となっている）。それと同時に、（3）各時代のソーシャル・アクション研究が、

社会福祉教育にどのように反映されていたかということについて分析を行った。 

その結果、（1）については、社会福祉教育はそれぞれの時代において、社会の動向や社会福祉政策の影響を受けなが

ら行われてきたが、それと同時に大学の教育に対する方針や教員の社会問題に対する態度も、社会福祉教育の内容に

反映されていた。 

（2）については、おおむね 1970年代までは、すべての大学でソーシャル・アクションが取り上げられていた。だ

が、1980 年代になると、日本社会事業大学ではソーシャル・アクションを取り上げる機会が激減した。この背景に

は、日本社会事業大学が厚生省の委託で運営されており、この時期より厚生省の方針が大学運営の方針に反映される

ようになったことが挙げられる。これに対し、1980年代の日本福祉大学では、臨調行革に対し批判的な観点からの教

育が行われ、ソーシャル・アクションが頻繁に取り上げられるようになっていた。そして、大阪府立大学では、1980

年代はソーシャル・アクションを取り上げる科目である「社会福祉特講 B」が設置されていたものの、社会福祉士及

び介護福祉士法の成立によってカリキュラムが改訂された際、この科目の内容が見直され、ソーシャル・アクション

が教えられなくなった。 

（3）については、ソーシャル・アクションは戦後長い間、組織的活動として位置づけられてきた。しかし、1980年

代以降になると社会保障予算の削減が進められ、公的責任による福祉サービスが縮小されている時代に社会福祉士資

格ができたことにより、社会福祉分野においてソーシャル・アクションという概念は重視されなくなった。そのた

め、研究においてもソーシャル・アクションの技術的側面を強調する傾向が強まり、ソーシャル・アクションを組織

的活動として捉える視点が失われるようになっている。 

このように本論文では、社会福祉制度における公的責任及び社会福祉に対する権利性の後退→ソーシャル・アクショ

ン研究の停滞→ソーシャル・アクションを重視しない社会福祉教育→ソーシャル・アクション実践の停滞、という一

連の流れがあることを明らかにした。その上で、2005年に改訂されたソーシャルワーカーの倫理綱領において、ソー

シャル・アクションがいわば「職責」と位置づけられたことを確認した。こうした倫理綱領の理念を活かし、ソーシ

ャル・アクションを行う社会福祉従事者を養成することが社会福祉教育に求められている。そのための課題として、

本論文では（1）社会福祉の権利性を重視した教育、（2）教育の内容を向上させるためのシラバスの内容に関する情

報の共有化、の 2点について論じた。 


